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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一個のハウジング（１）、一個の放熱器（２）、一個の放熱ファン（３）および一個の
発光モジュール（４）を有する灯具において、ハウジング（１）の一端には一個の組立口
（１１）が設けられ、他端には一個の電気の接続部材（１２）が設けられ、ハウジング（
１）が組立口（１１）に隣接する内側の周壁は一個の導風壁（１３）からなり、放熱器（
２）には一個の基板（２１）が含まれ、基板（２１）はハウジング（１）の組立口（１１
）に結合され、基板（２１）には少なくとも一個の阻隔板（２２）が設けられ、放熱器（
２）は少なくとも一個の阻隔板（２２）によって一個の気流通路（２２１）が形成され、
少なくとも一個の阻隔板（２２）とハウジング（１）の導風壁（１３）の間には一個の第
一導風口（Ｃ１）が形成され、気流通路（２２１）とハウジング（１）の導風壁（１３）
の間には一個の第二導風口（Ｃ２）が形成され、放熱ファン（３）は放熱器（２）と結合
し、放熱ファン（３）には一個のファンホイール（３１）が含まれ、一個の発光モジュー
ル（４）は放熱器（２）の基板（２１）に結合されることを特徴とする灯具。
【請求項２】
　基板（２１）の阻隔板（２２）は二個であり、二個の阻隔板（２２）間隔をもって相対
するように気流通路（２２１）が形成されることを特徴とする請求項１に記載の灯具。
【請求項３】
　基板（６１）の阻隔板（６２）は一個であり、阻隔板（６２）は基板（６１）の外周縁
を囲むように形成され、阻隔板（６２）にはハウジング（１）の導風壁（１３）に向くよ
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うに外側表面（６２２）が形成され、外側表面（６２２）と導風壁（１３）の間には第一
導風口（Ｃ１）が形成され、さらに阻隔板（６２）には気流通路（６２１）と連通する凹
欠部（６２３）が設けられ、凹欠部（６２３）とハウジング（１）の導風壁（１３）との
間には第二導風口（Ｃ２）が形成されることを特徴とする請求項１に記載の灯具。
【請求項４】
　放熱ファン（７）には一個の係止片（７２１）が設けられ、係止片（７２１）は放熱器
（６）の凹欠部（６２３）の位置に位置合わせするように形成されることを特徴とする請
求項３に記載の灯具。
【請求項５】
　放熱器（６）の凹欠部（６２３）の相対する両側の端縁にはそれぞれ一個の翼片（６２
４）が設けられ、二個の翼片（６２）はハウジング（１）の導風壁（１３）に向いて延伸
するように形成され、係止片（７２１）は二個の翼片（６２）の間に位置するように形成
されることを特徴とする請求項４に記載の灯具。
【請求項６】
　放熱器（６）の二個の翼片（６２）はハウジング（１）の導風壁（１３）に当接するよ
うに形成されることを特徴とする請求項５に記載の灯具。
【請求項７】
　他に一個の透光カバー（５）が含まれ、透光カバー（５）は放熱器（２）と結合し、透
光カバー（５）には一個の開口部（５１）が含まれ、発光モジュール（４）は開口部（５
１）を通じて透光カバー（５）の内部に収容されることを特徴とする請求項１、２、３、
４、５または６に記載の灯具。
【請求項８】
　透光カバー（５）の外側の周壁には一個の導流肩部（５２）が設けられ、そしてハウジ
ング（１）の組立口（１１）に隣接する一端の端縁と導流肩部（５２）の間には一個の導
流エアギャップ（５３）が形成されることを特徴とする請求項７に記載の灯具。
【請求項９】
　放熱器（２）の気流通路（２２１）には複数個のフィン（２４）が設けられ、それぞれ
のフィン（２４）の間には隙間が含まれることを特徴とする請求項１または２に記載の灯
具。
【請求項１０】
　それぞれのフィン（２４）の相対する両端はそれぞれハウジング（１）の導風壁（１３
）に当接するように形成されることを特徴とする請求項９に記載の灯具。
【請求項１１】
　それぞれのフィン（２４）の相対する両端とハウジング（１）の導風壁（１３）の間に
はそれぞれ一個の隙間が形成されることを特徴とする請求項９に記載の灯具。
【請求項１２】
　それぞれのフィン（２４）の片側には一個の位置決め板（２５）が形成され、放熱ファ
ン（３）は放熱器（２）の位置決め板（２５）に固定されることを特徴とする請求項９に
記載の灯具。
【請求項１３】
　放熱器（２）の少なくとも一個の阻隔板（２２）にはハウジング（１）の導風壁（１３
）に向くように形成された第一端（２２３）と第二端（２２４）が含まれ、阻隔板（２２
）の第一端（２２３）と第二端（２２４）はそれぞれハウジング（１）の導風壁（１３）
に当接するように形成されることを特徴とする請求項１または２に記載の灯具。
【請求項１４】
　ハウジング（１）の内部には複数個の固定柱（１４）が設けられ、放熱器（２）の外側
の周縁には固定柱（１４）に対応するように複数個の取り付け部（２６）が形成され、放
熱器（２）は複数個の固定部材（Ｆ）を利用して取り付け部（２６）と固定柱（１４）に
よって固定するように形成されることを特徴とする請求項１、２、３、４、５または６に
記載の灯具。
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【請求項１５】
　放熱ファン（３）には一個のファンホイール（３１）が含まれ、ファンホイール（３１
）は一個の回転範囲（Ｒ）が含まれ、ファンホイール（３１）の半径方向において、放熱
器（２）の二個の阻隔板（２２）の間には一個の半径方向の距離（Ｄ）が含まれ、ファン
ホイール（３１）は二個の阻隔板（２２）の間に位置するように形成され、そして半径方
向の距離（Ｄ）は回転範囲（Ｒ）より大きくなるように、または同じになるように形成さ
れることを特徴とする請求項２に記載の灯具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、灯具に関するもので、特に放熱機能を有する灯具に係わるものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来形態１の灯具として、図５に示す従来の中華民国公告第Ｉ３１６１２１号の「灯具
」を参照すると、従来の灯具８には一個のハウジング８１が含まれ、ハウジング８１は一
個の第一ハウジング体８１１と一個の第二ハウジング体８１２により構成される。その内
に、第一ハウジング体８１１には一個の風排出部８１１ａと一個の風進入部８１２ａが設
けられる。また、ハウジング８１の内部には一個の放熱器８２、一個の発光部材８３と一
個の放熱ファン８４が設けられ、そして放熱器８２は発光部材８３と放熱ファン８４の間
に位置するように形成される。これにより、放熱ファン８４が回転される時、外部の気流
は風進入部８１２ａを経由して吸入され、そして空気を導引して放熱器８２を通過した後
、再び風排出部８１１ａから吹き出されることにより、発光部材８３が作動時に生じられ
る熱エネルギーを低く抑えることができるようにしたものがある。
【０００３】
　また、従来形態２の灯具の構造としては、例えば図６に示される中華民国公告第Ｍ３４
６７４５号の「端向排熱式ＬＥＤ灯具」を参照すると、従来の灯具には一個のハウジング
９１、一個の放熱器９２、一個のファン９３および一個のＬＥＤ灯ユニット９４が含まれ
る。ハウジング９１は一個の上ハウジング９１１と一個の下ハウジング９１２により構成
される。上ハウジング９１には複数個の通気孔９１１ａが設けられ、下ハウジング９２に
は一個の貫穿孔９２１ａが設けられる。放熱器９２はハウジング９１内に位置するととも
に、下ハウジング９１２の貫穿孔９１２ａとの間には通気路９５を有するように形成され
る。ファン９３もハウジング９１の内に位置するとともに、放熱器９２に結合される。Ｌ
ＥＤ灯ユニット９４は放熱器９２に結合される。これにより、ファン９３が運転される時
、外部の空気をそれぞれの通気孔９１１ａを経由して吸入させた後、再び通気路９５から
貫穿孔９１２ａを経て排出されることにより、ＬＥＤ灯ユニット９４から生じる熱エネル
ギーを駆動して排出することができるようにとしたものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】中華民国公告第Ｉ３１６１２１号
【特許文献２】中華民国公告第Ｍ３４６７４５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の図５に掲示されるような従来形態１の灯具においては、一般的に次のような問題
点を有している。従来の灯具８を実際に供すると、灯具８のハウジング８１は第一ハウジ
ング体８１１と第二ハウジング体８１２によって組み合わせてなるものであるため、部材
の数が増えてしまうばかりか、全体の構造が相対的に複雑になるとともに、放熱器８２、
発光部材８３と放熱ファン８４がハウジング８１の内に被覆されるため、ハウジング８１
に他に複数個の孔からなる風排出部８１１ａと風進入部８１２ａを設けなければならず、
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そのために加工が不便になるとともに、製造コストが高くなるという問題点があった。
【０００６】
　また、装飾上における全体的な美観の需要性に応じて、従来の灯具８を装飾板の内部、
例えば天井板などの場所に嵌入して内蔵させる場合、従来の灯具８の風排出部８１１ａと
風進入部８１２ａがハウジング８１に設けられるため、風排出部８１１ａと風進入部８１
２ａも装飾板の内部、いわゆる天井板の上方に埋め込まれ、そして発光部材８３だけが天
井板の表面から露出することになる。しかし天井板の上方と建物そのもののセメントとの
間の空間は一般的に密閉空間に形成されており、外部の空気との循環が難くなり、そして
空気の流通が悪くなるため、放熱の効果に悪影響を及ぼし、さらに熱が溜まってしまうた
め、従来の灯具８の使用寿命に悪影響を及ぼしてしまうという問題点があった。
【０００７】
　また、上記の図６に掲示されるような従来形態２の灯具においては、一般的に次のよう
な問題点を有している。従来の灯具９のハウジング９１は上ハウジング９１１と下ハウジ
ング９１２により構成されるため、前述と同様に部材の数が増えてしまうばかりか、全体
的構造が相対的に複雑になるという問題点があった。また、従来の灯具９の放熱器９２と
貫穿孔９１２ａの間には通気路９５を有するように形成されるが、依然として上ハウジン
グ９１１に複数個の通気孔９１１ａを設けなければならず、そのために従来の灯具９の構
造においても同様に加工が不便になるとともに、製造コストが高くなるという問題点があ
った。さらに、従来の灯具９の構造においては、灯具９を天井板に嵌入して隠して設置し
なければならない場合、通気路９５は天井板の表面から露出しているが、それぞれの通気
孔９１１ａは依然として天井板の上方に埋め込まれるため、空気の流通と放熱の効果が悪
くなり、さらに熱が溜まって灯具の使用寿命に悪影響を及ぼしてしまうという問題点があ
った。このように、上記のような従来の灯具の構造をさらに改良を必要とするものであっ
た。
【０００８】
　本発明はこのような問題点に鑑みて発明されたものであって、その主な目的とするとこ
ろは、ハウジングにおいていかなる風進入孔または風排出孔を他に加工して設ける必要性
をなくすことにより、構造の複雑性を有効に低く抑えるとともに、加工製造が便利になる
灯具を提供することである。
【０００９】
　本発明の第二の目的は、灯具を嵌入内蔵式に取り付ける場合、外部の空気が灯具にスム
ースに進入することを確保することにより、全体の放熱の効果を高めるとともに、正常に
作動するのを確保することができる灯具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明による灯具は、一個のハウジング、一個の放熱器、
一個の放熱ファンおよび一個の発光モジュールを有する。ハウジングの一端には一個の組
立口が設けられ、もう一方の一端には一個の電気の接続部材が設けられ、ハウジングが組
立口に隣接する内側の周壁は一個の導風壁からなる。放熱器には一個の基板が含まれ、基
板はハウジングの組立口に結合される。基板には少なくとも一個の阻隔板が設けられ、放
熱器は少なくとも一個の阻隔板によって一個の気流通路が形成される。少なくとも一個の
阻隔板とハウジングの導風壁の間には一個の第一導風口が形成され、気流通路とハウジン
グの導風壁の間には一個の第二導風口が形成される。放熱ファンは放熱器と結合し、放熱
ファンには一個のファンホイールが含まれる。一個の発光モジュールは放熱器の基板に結
合される。
【００１１】
　また、本発明による灯具は、基板の阻隔板は二個であり、二個の阻隔板間隔をもって相
対するように気流通路が形成されることもできる。基板の阻隔板は一個であり、阻隔板は
基板の外周縁を囲むように形成され、阻隔板にはハウジングの導風壁に向くように外側表
面が形成され、外側表面と導風壁の間には第一導風口が形成され、さらに阻隔板には気流
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通路と連通する凹欠部が設けられ、凹欠部とハウジングの導風壁との間には第二導風口が
形成されることもできる。また、放熱ファンには一個の係止片が設けられ、係止片は放熱
器の凹欠部の位置に位置合わせるように形成されることもできる。また、放熱器の凹欠部
の相対する両側の端縁にはそれぞれ一個の翼片が設けられ、二個の翼片はハウジングの導
風壁に向いて延伸するように形成され、係止片は二個の翼片の間に位置するように形成さ
れることもできる。また、放熱器の二個の翼片はハウジングの導風壁に当接するように形
成されることもできる。また、他に一個の透光カバーが含まれ、透光カバーは放熱器と結
合し、透光カバーには一個の開口部が含まれ、発光モジュールは開口部を通じて透光カバ
ーの内部に収容されることもできる。また、透光カバーの外側の周壁には一個の導流肩部
が設けられ、そしてハウジングの組立口に隣接する一端の端縁と導流肩部の間には一個の
導流エアギャップが形成されることもできる。また、放熱器の気流通路には複数個のフィ
ンが設けられ、それぞれのフィンの間には隙間が含まれることもできる。また、それぞれ
のフィンの相対する両端はそれぞれハウジングの導風壁に当接するように形成されること
もできる。また、それぞれのフィンの相対する両端とハウジングの導風壁の間にはそれぞ
れ一個の隙間が形成されることもできる。また、それぞれのフィンの片側には一個の位置
決め板が形成され、放熱ファンは放熱器の位置決め板に固定されることもできる。また、
放熱器の少なくとも一個の阻隔板にはハウジングの導風壁に向くように第一端と第二端が
含まれ、阻隔板の第一端と第二端はそれぞれハウジングの導風壁に当接するように形成さ
れることもできる。また、ハウジングの内部には複数個の固定柱が設けられ、放熱器の外
側の周縁には固定柱に対応するように複数個の取り付け部が形成され、放熱器は複数個の
固定部材を利用して取り付け部と固定柱によって固定するように形成されることもできる
。また、放熱ファンには一個のファンホイールが含まれ、ファンホイールは一個の回転範
囲が含まれ、ファンホイールの半径方向において、放熱器の二個の阻隔板の間には一個の
半径方向の距離が含まれ、ファンホイールは二個の阻隔板の間に位置するように形成され
、そして半径方向の距離は回転範囲より大きくなるように、または同じになるように形成
されることもできる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の灯具によれば、ハウジングにおいていかなる風進入孔または風排出孔も他に加
工して設ける必要性がないため、構造の複雑性を有効に低く抑えるとともに、加工製造が
便利になるという利点がある。
【００１３】
　本発明の灯具によれば、灯具を嵌入内蔵式に取り付ける場合、外部の気流が灯具にスム
ーズに進入することを確保することにより、全体の放熱の効果を高めるとともに、正常に
作動するのを確保することができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施例１の灯具の分解斜視図である。
【図１ａ】図１ａは、本発明の実施例１の灯具の放熱器の外観斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施例１の灯具の組み立てられた状態の断面図である。
【図３】図３は、図２のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図４】図４は、図２のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施例２の灯具の分解斜視図である。
【図６】図６は、本発明の実施例２の灯具の放熱器の組み立てられた状態の断面図である
。
【図７】図７は、図６のＣ－Ｃ線に沿った断面図である。
【図８】図８は、従来の実施例１の灯具の組み立てられた状態の断面図である。
【図９】図９は、従来の実施例２の灯具の組み立てられた状態の断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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　本発明の実施の形態について、以下、図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１６】
　図１は本発明の実施例１の灯具の分解斜視図で、図２は本発明の実施例１の灯具の組み
立てられた状態の断面図で、図３は図２のＡ－Ａ線に沿った断面図である。図１～３を参
照すると、本発明の灯具には少なくとも一個のハウジング１、一個の放熱器２、一個の放
熱ファン３および一個の発光モジュール４が含まれる。ハウジング１は放熱器２と放熱フ
ァン３と発光モジュール４とが結合するのに用いられる。放熱器２はハウジング１の内部
に設けられる。放熱ファン３は放熱器２と結合する。発光モジュール４は放熱器２と結合
し、そして同様にハウジング１の内部に位置するように形成される。
【００１７】
　ハウジング１は一個の中空のハウジング体からなり、ハウジング１の一端には一個の組
立口１１が設けられ、他端には一個の電気の接続部材１２が設けられる。組立口１１はハ
ウジング１の内部と連通するように形成されることにより、放熱器２をハウジング１の内
部にスムースに組み立てることができ、そしてハウジング１が組立口１１に隣接する内側
の周壁は一個の導風壁１３からなる。電気の接続部材１２は各種の外部の電源と電気的に
連接することができる構造設計からなるため、本発明の灯具の主な電力源とすることがで
きる。
【００１８】
　図１ａは本発明の実施例１の灯具の放熱器の外観斜視図である。図１ａを参照すると、
放熱器２は熱伝導性の材質によって製造され、放熱器２には一個の基板２１が含まれる。
基板２１はハウジング１の組立口１１に結合され、基板２１には少なくとも一個の阻隔板
２２が設けられる。放熱器２は少なくとも一個の阻隔板２２によって一個の気流通路２２
１を形成する。本実施形態において、基板２１には相互に離隔して対面するように二個の
阻隔板２２が設けられ、二個の阻隔板２２の間には一個の気流通路２２１が形成される。
【００１９】
　図４は図２のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。図４を参照すると、二個の阻隔板２２に
はそれぞれハウジング１の導風壁１３に向くように外側表面２２２が設けられる。二個の
阻隔板２２の外側表面２２２と導風壁１３の間には一個の第一導風口Ｃ１が形成され、そ
して気流通路２２１とハウジング１の導風壁１３の間には一個の第二導風口Ｃ２が形成さ
れる。その内、第一個の導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２は放熱ファン３の作動方向に従って
風進入口または風排出口として選択することができ、例えば、第一導風口Ｃ１が風進入口
として用いられる時、第二導風口Ｃ２を風排出口として用いることができ、また、第一導
風口Ｃ１が風排出口として用いられる時、第二導風口Ｃ２を風進入口として用いることも
できる。
【００２０】
　放熱ファン３は放熱器２と結合する。放熱ファン３は選択的に軸流式ファンまたは遠心
式ファンからなることができ、好ましくは一個の軸流式ファンからなる。また、放熱ファ
ン３には一個のファンホイール３１が含まれ、そして放熱ファン３は例えばねじなどの固
定部材Ｆを利用して放熱器２と固定することができるため、放熱器２によって予定される
放熱効果を提供することができる。
【００２１】
　発光モジュール４には一個の発光部材４１と一個の制御基板４２が含まれる。発光部材
４１は発光ダイオード（ＬＥＤ）、ランプまたはその他の発光機能を有する部材からなる
ことができる。制御基板４２は発光部材４１と電気的に接続されるため、発光部材４１が
光を発するように制御することができる。本実施形態において、発光部材４１は発光ダイ
オードからなるため、使用寿命と電気節約の効果を高めることができる。制御基板４２は
ハウジング１の電気的接続部材１２に電気的に接続され、そして制御基板４２は放熱器２
の基板２１に貼接されることにより、放熱器２によって発光モジュール４が実際に作動時
における温度を効果的に低く抑えることができるため、よりよい放熱効果を獲得すること
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ができる。
【００２２】
　本発明の灯具を実際に使用する場合、例えば灯具を壁、天井板またはその他の照明を行
おうとする場所に取り付けることができる。例を挙げてみると、灯具のハウジング１を装
飾板の天井板の上方に埋め込み、そしてハウジング１の組立口１１と発光モジュール４の
発光部材４１だけを天井板の表面から露出させる。他に、組立口１１に隣接する導風壁１
３と放熱器２の間には第一導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２が形成されることにより、第一導
風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２も相対的に天井板の表面から露出するように形成される。さら
に、ハウジング１の電気的接続部材１２は一般的な電源を供給するシステムと電気的に連
接することができ、そして電源を発光モジュール４の制御基板４２まで提供することがで
きるため、発光部材４１が光を発するように制御することができる。また、図２を参照す
ると、放熱ファン３が運転されると、外部の空気を第一導風口Ｃ１を経由してハウジング
１の内部と放熱器２の気流通路２２１まで導入させる。この時、図３を参照すると、更に
進んで気流を第二導風口Ｃ２導出させることにより、発光モジュール４から生じられる熱
エネルギーを補助的に駆動して排出することができる。
【００２３】
　上述した構造的特徴によると、本発明の実施例１の灯具の主要な利点は、本発明の灯具
のハウジング１が直接組立口１１と放熱器２の両者の間の構造空間を利用して第一導風口
Ｃ１と第二導風口Ｃ２を形成させることができることにある。さらに詳しく言えば、放熱
器２をハウジング１の組立口１１に結合させる場合、二個の阻隔板２２と導風壁１３の間
には第一導風口Ｃ１が形成され、そして気流通路２２１と導風壁１３の間には第二導風口
Ｃ２が形成される。そのため、本発明の灯具は直接組立の機能を有する組立口１１を利用
して第一導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２を形成させることにより、ハウジング１には他に加
工を行っていかなる風進入孔または風排出孔を設ける必要がないため、全体の構造の複雑
性を有効に低く抑えることができるとともに、加工の利便性を高めて製造コストを低く抑
えることができる。また、仮に本発明の灯具を装飾板の天井板などの場所に嵌入して隠し
て設置する場合、第一導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２も対応するように天井板の表面に露出
するように形成することができる。そのため、放熱ファン３によって空気をスムースに導
入したり導出したりすることができるため、全体の放熱の機能を高めることができるとと
もに、本発明の灯具の使用寿命を有効に延ばすことができる。
【００２４】
　上述した本発明の実施例１の灯具の構造設計の概念に基づいて、本発明においても下記
のように少なくとも一個の附属の構造特徴またはその組合せを含むことにより、本発明の
灯具の機能はさらに完璧になる。
【００２５】
　再び図１を参照すると、本発明の灯具には好ましくは他に一個の透光カバー５が含まれ
る。透光カバー５は放熱器２と結合し、そして透光カバー５には一個の開口部５１が含ま
れ、発光モジュール４は開口部５１を通じて透光カバー５の内部に収容される。その内、
開口部５１の外周面には外ねじ部５１１が設けられ、放熱器２は発光モジュール４の周辺
において螺接部２３が形成され、そして透光カバー５は外ねじ部５１１を利用して放熱器
２の螺接部２３に螺接して結合することができる。これにより、発光モジュール４は透光
カバー５を通じて光を投射し、そして透光カバー５は使用上の需要性に応じて異なる顔色
または種類の透光カバーを選択することにより、異なる光の効果を生じさせることができ
る。その他に、透光カバー５によって発光モジュール４を保護することを兼ねて用いるこ
とができる。全体的に言えば、上述した技術的特徴によれば、光を投射する効果と発光モ
ジュール４を保護する効果を高めることができる。
【００２６】
　再び図１を参照すると、上述した透光カバー５の外側の周壁には一個の導流肩部５２が
設けられ、導流肩部５２は開口５１に隣接するように形成される。図２を参照すると、ハ
ウジング１が組立口１１に隣接する一端の端縁と導流肩部５２の間には一個の導流エアギ
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ャップ５３が形成され、それにより、放熱ファン３は導流エアギャップ５３を経由して水
平に気流を導引して第一導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２に進出することができ、そして導流
肩部５２を利用して気流をさらにスムースに導流エアギャップ５３から進出させることが
できる。全体的に言えば、上述した技術的特徴によれば、空気の導流効果を高めることが
できる。
【００２７】
　再び図１を参照すると、本発明の灯具の放熱器２の気流通路２２１には好ましくは複数
個のフィン２４が設けられ、それぞれのフィン２４は互いの間には隙間を有するように形
成され、そして二個の阻隔板２２の間に位置するように形成される。これにより、放熱フ
ァン３が気流を導引して気流通路２２１を通過する時、それぞれのフィン２４によって放
熱面積を増やすことができる。全体的に言えば、上述した技術的特徴によれば、放熱の効
果を高めることができる。
【００２８】
　再び図４を参照すると、上述したそれぞれのフィン２４の相対する両端はそれぞれハウ
ジング１の導風壁１３に当接するように形成される。これにより、放熱器２がハウジング
１の組立口１１に結合される時、放熱器２は確実にハウジング１の組立口１１の内に貼接
されるため、ハウジング１と放熱器２の結合の安定性を高めることができる。また、上述
したそれぞれのフィン２４の相対する両端とハウジング１の導風壁１３の間もまたそれぞ
れ当接するように形成される一個の隙間が形成されることにより、放熱器２がハウジング
１の組立口１１の内に貼接されていなくても、それぞれのフィン２４によって依然として
第二導風口Ｃ２の風進入量または風排出量に惡影響を及ぼすのを防止することができるた
め、風の導入量を高めることができる。
【００２９】
　再び図１を参照すると、上述したそれぞれのフィン２４が基板２１から遠く離れる側に
は一個の位置決め板２５が形成されることにより、放熱ファン３は例えばねじ等の固定部
材Ｆを利用して放熱器２の位置決め板２５と螺接することができ、そして放熱ファン３を
固定するという機能を達することができるとともに、使用者によって放熱ファン３を随時
にかつ簡単に放熱器２から取り外すことができるため、メンテナンスの上において大変便
利になる。全体的に言えば、上述した技術的特徴によれば、取り外しの便利性を高めるこ
とができる。
【００３０】
　再び図４を参照すると、本発明の灯具の放熱器２の二個の阻隔板２２にはそれぞれハウ
ジング１の導風壁１３に向くように形成された第一端２２３と第二端２２４が含まれ、阻
隔板２２の第一端２２３と第二端２２４はそれぞれハウジング１の導風壁１３に当接する
ように形成されることにより、阻隔板２２の設計を利用してさらに効果的に第一導風口Ｃ
１と第二導風口Ｃ２を予め区画することができ、それにより、放熱ファン３が気流を導引
して第一導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２に進入する過程において、阻隔板２２によって乱流
が生じるのを防止することができる。全体的に言えば、上述した技術的特徴によれば、噪
音を低く抑えることができるとともに、気流がスムースに流通するのを確保することがで
きる。
【００３１】
　再び図１を参照すると、本発明の灯具のハウジング１の内部には好ましくは複数個の固
定柱１４が設けられ、放熱器２の外側の周縁には固定柱１４に対応するように複数個の取
り付け部２６が形成される。放熱器２は複数個のねじなどの固定部材Ｆを利用して取り付
け部２６と固定柱１４を経由して螺接することにより、放熱器２を確実に組立口１１に固
定することができ、そしてハウジング１の導風壁１３と合わせて精確に第一導風口Ｃ１と
第二導風口Ｃ２を形成することができる。全体的に言えば、上述した技術的特徴によれば
、組立時の利便性を高めることができる。
【００３２】
　再び図２を参照すると、本発明の灯具の放熱ファン３のファンホイール３１には一個の
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回転範囲Ｒが含まれ、そしてファンホイール３１の半径方向において放熱器２の二個の阻
隔板２２の間には一個の半径方向の距離Ｄが含まれる。ファンホイール３１は二個の阻隔
板２２の間に位置するように構成され、そして半径方向の距離Ｄは好ましくは回転範囲Ｒ
より大きくなるように、または同じになるように形成される。これにより、放熱ファン３
のファンホイール３１は確実に気流を二個の阻隔板２２の間の気流通路２２１に導入する
ことができるため、予定される放熱効果を提供することができる。全体的に言えば、上述
した技術的特徴によれば、放熱の効果を高めることができる。
【実施例２】
【００３３】
　図５は本発明の実施例２の灯具の分解斜視図であり、図６は本発明の実施例２の灯具の
放熱器の組み立てられた状態の断面図であり、そして図７は図６のＣ－Ｃ線に沿った断面
図である。図５を参照すると、本発明の実施例２の灯具には少なくとも一個のハウジング
１、一個の放熱器６、一個の放熱ファン７および一個の発光モジュール４が含まれる。そ
の内、実施例２におけるハウジング１と発光モジュール４は上述した実施例１のハウジン
グ１と発光モジュール４と略同じであるため、ここでは再び説明しない。また、実施例２
においては、実施例１と同様に上述した灯具に掲示されている各部の付属構造、特徴また
はその組合せを含むことができ（例えば透光カバー５などを増設する等）、これは本発明
の技術分野に属する通常の常識を有するものには容易に理解できることである。
【００３４】
　本発明の実施例２の放熱器６には一個の基板６１が含まれる。基板６１はハウジング１
の組立口１１に結合される。放熱器６には基板６１の外周縁を囲むように一個の阻隔板６
２が設けられる。阻隔板６２の内側には一個の気流通路６２１が形成される。阻隔板６２
にはハウジング１の導風壁１３に向くように外側表面６２２が形成される。図６、７を参
照すると、阻隔板６２の外側表面６２２と導風壁１３の間には一個の第一導風口Ｃ１が形
成され、そして阻隔板６２には気流通路６２１と連通する一個の凹欠部６２３が設けられ
、凹欠部６２３とハウジング１の導風壁１３の間には一個の第二導風口Ｃ２が形成される
。その内、第一導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２は放熱ファン7の作動方向に応じて風進入口
または風排出口として選択することができる。また、凹欠部６２３の相対する両側の端縁
にはそれぞれ一個の翼片６２４が設けられる。二個の二翼片６２４はハウジング１の導風
壁１３に向いて延伸するように形成され、そして二個の翼片６２４は好ましくはハウジン
グ１の導風壁１３に当接するように形成され、それにより、第一導風口Ｃ１と第二導風口
Ｃ２を区画することができる。
【００３５】
　放熱ファン７は放熱器６に結合される。放熱ファン７には一個のファンホイール７１が
含まれ、ファンホイール７１は一個のファンフレーム７２の内部に収容されることにより
、放熱ファン７のファンフレーム７２は、例えばねじなどの固定部材Ｆと合わせて放熱器
６を固定することができる。また、ファンフレーム７２の周縁には一個の係止片７２１が
設けられる。係止片７２１はファンフレーム７２の周縁に一体になるように成形されるか
、または取外し自在にファンフレーム７２の周縁の片体に結合される。係止片７２１は放
熱器６の凹欠部６２３の位置に位置合わせるように形成され、そして好ましくは二個の翼
片６２４の間に位置するように形成される。
【００３６】
　放熱ファン７のファンホイール７１が作動する時、例えば図６、７に示すように、外部
の気流を第一導風口Ｃ１を経由してハウジング１の内部と放熱器６の気流通路６２１まで
導入した後、上記気流を第二導風口Ｃ２から再び外部へ導出することにより、発光モジュ
ール４から生じられる熱エネルギーを補助的に駆動して排出することができる。
【００３７】
　上述した構造的特徴によると、本発明の実施例２の灯具の主要な利点は、本発明の灯具
のハウジング１には他に加工を行っていかなる風進入孔または風排出孔を設ける必要がな
く、そして仮に本発明の灯具を装飾板の天井板などの場所に嵌入して隠して設置する場合
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であっても、第一導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２も対応するように天井板の表面に露出する
ように取り付けることができるため、放熱ファン７によって気流をスムースに導入したり
導出したりすることができる。さらに重要なのは、実施例２において灯具は阻隔板６２に
よって単一の第一導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２を形成することができるため、風量を集中
させることができる。また、例えば係止片７２１または翼片６２４などの設計によって、
第二導風口Ｃ２から導出される気流がハウジング１の内部と第一導風口Ｃ１まで回流して
しまうことを有効に防ぐことができるため、乱流が生じるのを防ぐことができる。
【００３８】
　上述のように、本発明の灯具によれば、ハウジング１において他にいかなる風進入孔ま
たは風排出孔も設ける必要性がなく、直接ハウジング１と放熱器２の間に形成される第一
導風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２によって風進入と風排出の機能を提供することができるため
、構造の複雑性を有効に低く抑えることができるとともに、加工製造の便利性を高めるこ
とができる。また、本発明の灯具を天井板に嵌入して隠して取り付ける場合でも、第一導
風口Ｃ１と第二導風口Ｃ２の設計を利用することにより、外部の空気が灯具にスムースに
進出するのを確保することができ、さらに全体的な放熱効果を兼ねて高めることができる
ため、灯具の使用寿命を延ばすことができる。
【００３９】
　本発明は、その精神と必須の特徴的事項から逸脱することなく他のやり方で実施するこ
とができる。従って、本明細書に記載した好ましい実施例は例示的なものであり、限定を
意図するものではない。
【符号の説明】
【００４０】
　　　　１　　ハウジング
　　　１１　　組立口
　　　１２　　電気の接続部材
　　　１３　　導風壁
　　　１４　　固定柱
　　　　２　　放熱器
　　　２１　　基板
　　　２２　　阻隔板
　　２２１　　気流通路
　　２２２　　外側表面
　　２２３　　第一端
　　２２４　　第二端
　　　２３　　螺接部
　　　２４　　フィン
　　　２５　　位置決め板
　　　２６　　取り付け部
　　　　３　　放熱ファン
　　　３１　　ファンホイール
　　　　４　　発光モジュール
　　　４１　　発光部材
　　　４２　　制御基板
　　　　５　　透光カバー
　　　５１　　開口部
　　５１１　　外ねじ部
　　　５２　　導流肩部
　　　５３　　導流エアギャップ
　　　　６　　放熱器
　　　６１　　基板
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　　　６２　　阻隔板
　　６２１　　気流通路
　　６２２　　外側表面
　　６２３　　凹欠部
　　６２４　　翼片
　　　　７　　放熱ファン
　　　７１　　ファンホイール
　　　７２　　ファンフレーム
　　７２１　　係止片
　　　　８　　灯具
　　　８１　　ハウジング
　　８１１　　第一ハウジング体
　　８１１ａ　　風排出部
　　８１２　　第二ハウジング体
　　８１２ａ　　風進入部
　　　８２　　放熱器
　　　８３　　発光部材
　　　８４　　放熱ファン
　　　　９　　灯具
　　　９１　　ハウジング
　　９１１　　上ハウジング
　　９１１ａ    通気孔
　　９１２　　下ハウジング
　　９１２ａ　　貫穿孔
　　　９２　　放熱器
　　　９３　　ファン
　　　９４　　ＬＥＤ灯ユニット
　　　９５　　通気路
　　　Ｃ１　　第一導風口
　　　Ｃ２　　第二導風口
　　　　Ｄ　　距離
　　　　Ｆ　　固定部材
　　　　Ｒ　　回転範囲
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